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新型コロナウイルス感染症に関連した休校措置の延長に伴う 

学校を活用した子供の居場所づくりについて 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の対応では、ご家庭において、検温や手洗い・うがいなど、子供の健康管

理にご協力いただき感謝いたします。 

 さて、多摩市教育委員会では、令和２年４月６日からの学校再開に向けて準備を進めてきたところで

すが、東京都内の感染状況が極めて厳しい「重大局面」にあることから、休校措置を５月７日まで延長

することとしました。 

これに伴い、市内全小学校に対して引き続き、休校中の一定期間、学校施設の一部を開放し、子供を

受入れ、自習や校庭・図書室での活動等を実施するよう要請したところです。 

本校においても、教育委員会からの要請を受け、小学校１年生から３年生までを対象として、子供の

居場所づくりに取り組んでまいります。つきましては、下記の内容をご確認いただくとともに、学校で

の子供の受入れを希望される場合は、別紙「事前申込書」を提出くださるようお願いいたします。 

 なお、今後の状況によっては急遽、対応が変わる場合がありますことを、あらかじめご了承願います。 

 

記 

 

１ 学校施設の一部開放について 

（１）対 象 

   小学校１年生～３年生（学童クラブに登録していない児童に限る） 

    ※事前に学校への申込みが必要です。 

（２）期 間 

   令和２年４月１３日（月）から令和２年４月３０日（木）まで（土日、祝日を除く。） 

   ※ただし、新１年生は、登校日を１回経て、４月１５日（水）から受け入れを行います。 

（３）時 間 

   午前８時３０分から午前１１時３０分まで（昼食をとる場合は正午までとします。） 

（４）内 容 

   子供は学年ごとにクラスに分かれて、教員の指導の下に活動に取り組みます。１回の活動時間は

４５分以内とします。なお、教員による授業は行いません。 

   【活動例】 

    ・休校に当たり学校から出された課題や家庭から持参した問題集等に取り組む。 

    ・タブレット端末を使って、ドリルや e ラーニングに取り組む。 

    ・学校図書館で読書をしたり、校庭で運動したりする。 

 

 

 

 



２ 感染予防の取組みについて 

・児童が提出する「健康チェック表」（配布済み）などを基に、教員による健康観察を行います。 

・児童にマスクの着用や活動後の手洗い・うがい、換気を徹底するよう指導します。 

・１クラスの児童数は１５人を上限とし、不要な接触は避けるようにします。 

・教室等で座席間を離して配置し、できる限り児童同士の距離を離すようにします。 

・教室やトイレなど児童が利用する場所のうち、特に多くの児童が手を触れるドアノブや手すりな

どは、消毒液を使用するなどして毎回、児童の活動後に清掃します。 

 

３ 昼食について 

  ・児童は家庭から弁当、水筒を持参してもよいこととします。 

  ・昼食の時間は、正午前の３０分程度を確保します。 

※昼食をとらない児童は、午前１１時３０分頃に下校します。 

  ・昼食時においても、その他の時間同様、手洗い・うがい、換気を徹底するとともに、できる限り

児童同士の距離を離し、不要な接触を避けるよう指導します。 

   

４ 持ち物について 

  ・上履き   

・ハンカチ   

・マスク ※家庭で用意できない場合は学校に相談してください。 

・健康チェック表（体温、せき、体調） ※毎日提出します。 

  ・学習に必要な物（休校中の課題、筆記用具、ノートなど） 

 

５ 事前申込みについて 

  【提 出 物】 別紙「事前申込書」 

  【提 出 先】 多摩市立西落合小学校 

  【提出方法】 ファクシミリで送信する。又は、申込内容を電話で学校に連絡する。 

         ※電話で申込みをされた方は、後日、お子さんを通じて学校に「事前申込書」を 

提出してください。 

  【提出期限】 （１）４月１３日（月）から学校を利用したい場合 

令和２年４月９日（木）までに申込書の提出、もしくは電話連絡をする。 

         （２）４月１４日（火）以降に学校を利用したい場合 

            必ず利用開始の前日までに申込書の提出、もしくは電話連絡をする。 

            ※子供の受入れは柔軟に行いますが、準備が必要なことから、必ず前日 

までの連絡をお願いします。 

６ その他 

  ・登校は、午前８時１５分から午前８時３０分までとします。 

  ・通学路は、普段の登下校時と同じルートを使用してください。 

  ・お子さんに発熱等の風邪の症状が見られるときは、登校を控えさせ、必ず自宅で休養させてくだ

さい。なお、欠席する場合は、必ず学校に電話で連絡してください。 

  ・活動中に、体調不良や事故等が発生した場合は、学校で把握している保護者の方の緊急連絡先に

電話します。その際は、お子さんの引き取りをお願いします。 

 

［問合わせ先］            
多摩市立西落合小学校     
副校長 村田 奈緒美        
電 話 ０４２－３７４－０５７４ 
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